








 

 勤労婦人の妊娠・分娩・産褥にづいては,母体保護の立場から,労働基準法に

よって健康管理が行われ,いろいろ施策がたてられているが,加えて職種も多様

であるので,その実態はよくわかっていない。あるいは過酷な勤労条件下にあっ

て,母児にさらに影響が及んだりまた最悪の場合として母児が不幸な転帰をた

どることがあるかも知れない。 


